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地
元
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
都
市
計
画

案
を
尊
重
し
た
ま
ち
づ
く
り

　

地
元
住
民
で
構
成
す
る
「
平
沼
周
辺
地
区

ま
ち
づ
く
り
協
議
会（
三
野
輪
孝
一
郎
会
長
）」

で
は
、
良
好
な
市
街
地
形
成
を
図
る
た
め
、

ま
ち
づ
く
り
会
議
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
説

明
会
な
ど
を
実
施
し
、
吉
川
橋
周
辺
地
区
の

用
途
地
域
、
地
区
計
画
お
よ
び
準
防
火
地
域

の
協
議
会
案
を
戸
張
市
長
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　

今
後
、市
が
行
う
都
市
計
画
の
手
続
き
は
、

現
在
進
め
て
い
る
都
市
計
画
道
路
越
谷
吉
川

線
の
進
捗
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
、
関
係
地
権

者
の
意
向
と
と
も
に
こ
の
協
議
会
案
を
踏
ま

え
て
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

協
議
会
案
の
概
要

用
途
地
域
の
変
更

　

副
道
に
面
す
る
地
区
の
一
部
区
域
お
よ
び

都
市
計
画
道
路
越
谷
吉
川
線
沿
道
の
北
側
の

一
部
区
域
（
凡
例　
�
　
用
途
地
域
変
更
区

域
）
を
第
１
種
住
居
地
域
に
変
更
し
ま
す
。 

地
区
計
画
の
７
つ
の
ル
ー
ル

①
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

②
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度

③
壁
面
の
位
置
の
制
限

④
壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る
工
作
物
の
設
置

の
制
限

⑤
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度

⑥
建
築
物
等
の
形
態
ま
た
は
意
匠
の
制
限

⑦
「
か
き
」「
さ
く
」
の
構
造
の
制
限

準
防
火
地
域
の
指
定

　

吉
川
橋
周
辺
地
区
に
準
防
火
地
域
を
指
定

し
ま
す
。

�

用
語
ミ
ニ
時
典

�
用
途
地
域

　

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
を
踏
ま
え
、

住
居
、
商
業
、
工
業
と
い
っ
た
土
地
利
用
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し
て
、
市
街
地
の
大
ま

か
な
土
地
利
用
の
方
向
を
示
す
も
の
で
す
。

�
地
区
計
画

　

用
途
地
域
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
ル
ー
ル
を
決

め
て
、
さ
ら
に
き
め
細
や
か
な
ま
ち
づ
く
り

を
誘
導
す
る
も
の
で
す
。

�
準
防
火
地
域

　

市
街
地
に
お
け
る
火
災
の
危
険
を
防
除
す

る
た
め
に
定
め
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
都
市
計
画
が
変
更
に
な
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
現
在
の
建
築
物
な
ど
を
す
ぐ
に

適
合
し
た
も
の
に
改
善
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
建
替
え
や
増
改
築
を
行
う
と
き
に
、

適
合
し
た
建
築
物
な
ど
に
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

�
都
市
計
画
課
�　

・
９
９
０
３
、
�　

・
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２
２
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５

問

吉
川
橋
周
辺
地
区

の
都
市
計
画
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都市計画道路越谷吉川線 

戸張市長へ協議会案を手渡す三野輪会長
（右から 2人目）

吉川橋周辺地区区域図
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